
同価入札（見積）時における順位の決定方法について 

 

予定価格の制限の範囲内で，最低の価格で入札した者（以下「同価入札者」という。）が複数いた

場合，次のとおり取扱い落札者を決定します。 

 

１ 業者番号 

  本局が送付した入札説明書について，受取り確認のＦＡＸを本局が受信した時間順に業者番号を１番

から割り当てます。ＦＡＸによる返送がない業者は，先に割り当てた業者番号の後に，アイウエオ順に

業者番号を割り当てます。 

 

２ くじ番号 

各入札者は，任意の３桁（００１～９９９）の数字を入札書の「くじ番号」欄に記入します。 

※ 「くじ番号」欄に記入の無いものやアラビア数字でないものを記入した入札書は，「くじ番号」

を「９９９」として取り扱います。また，部分的に記入の無いものや部分的にアラビア数字でない

ものを記入したものについては，当該箇所についてのみ「０」として取り扱います。 

 

３ 順位決定 

① 開札の結果，同価入札者に対し，業者番号の小さい者から順に，０から番号を割り当て（０，１，

２・・），「整理番号」とします。 

② 「くじ番号」と「業者番号」の和を「決定くじ番号」とします。 

③ 同価入札者の「決定くじ番号」の和を求めます。 

④ 先に求めた「決定くじ番号」の和を，同価入札者の数で除し，余りの値を求めます。 

（除した答（商）は，０を含む自然数（０，１，２・・）とします。） 

⑤ ④で求めた余りの値と，割り当てた「整理番号」が一致した者が，第１順位者となります。 

⑥ 同価入札者の次順位以降の順位決定については，第１順位者となった者を起点として，「整理番

号」の昇順に順位を付与し，「整理番号」の一番大きい値に達した後は，「整理番号」が０の者を起

点として昇順に順位を付与します。 

 

【例】Ａ～Ｃの３社が，同価入札の場合 

業者 くじ番号 業者番号 
整理 

番号 

決定 

くじ番号 
順位 

Ａ社 ４７８ ００００００００００１ ０ ４７９ 第２順位者 

Ｂ社 ０１０ ００００００００００２ １  １２ 第３順位者 

Ｃ社 ６２７ ００００００００００３ ２ ６３０ 第１順位者（落札者） 

【順位の決定方法】 

同価入札者の「決定くじ番号」の和  ４７９＋１２＋６３０＝１１２１ 

１１２１÷３（同価入札者の数）＝３７３ 余り２  

第１順位者（落札者）は，「整理番号」が「２」のＣ社となります。 

 

■ 備考 

・ 当該取扱いで落札者を決定した場合は，局ホームページにおいて「業者番号」及び「くじ番号」を

公表します。 

・ 見積徴収の場合は，「入札」を「見積り」と読み替えてください。 


